
～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時００分 開会

○岡 田議 長 こ れよ り 令和７ 年米 子市 議会５ 月臨 時会を 開会 いた

します。

直ちに本日の会議を開きます。

日程に先立ち、諸般の報告をいたします。

地 方自 治法第 １２ １ 条の規 定に より 、本日 の会 議に説 明の ため

出席を求めた者の職氏名は、報告書のとおり御了承願います。

な お、 本日の 議事 日 程は、 配付 して おりま す日 程書の とお り行

いたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～

第１ 会議録署名議員の指名

○岡 田議 長 そ れで は 、日程 第１ 、会 議録署 名議 員の指 名を 行い

ます。

会 議録 署名議 員は 、 会議規 則第 １２ ５条の 規定 により 、土 光議

員及び矢田貝議員を指名いたします。

～～～～～～～～～～～～～～～

第２ 会期の決定

○岡田議長 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。

お 諮り いたし ます 。 本臨時 会の 会期 は、本 日１ 日限り とい たし

たいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、会 期は、 本日 １日

限りと決定いたしました。

こ の際 、伊木 市長 が 発言を 求め てお られま すの で、こ れを 許可



いたします。

伊木市長。

○伊 木市 長（登 壇） 本日、 ここ に令 和７年 米子 市議会 ５月 臨時

会が開会されるに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

去 る４ 月２０ 日に 執 行され まし た米 子市長 選挙 におき まし て再

選を 果た すこと がで き まして 、引 き続 き米子 市の 市政運 営を 担う

こと とな りまし た。 改 めて市 民の 皆様 からの 負託 を受け まし て、

その責務の重大さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。

さ て、 ３期目 は、 本 年３月 に策 定い たしま した 第２次 米子 市ま

ちづ くり ビジョ ンに 基 づき、 これ まで の２期 ８年 で取り 組ん でま

いり まし た「住 んで 楽 しいま ち よな ご」の 実現 に向け た様 々な

施策 を着 実に進 めま す ととも に、 本市 の持つ 魅力 を十分 に引 き出

し、 また 生かし なが ら 、誇れ るま ちを つくっ てま いりま す。 そし

て、 人口 減少の 時代 に 入り、 経済 的な 豊かさ だけ でなく 、心 の豊

かさ も求 められ るな ど 、地域 が大 きな 転換点 を迎 えた今 、都 市と

自然 の調 和した 本市 に とって 大き なチ ャンス と捉 え、輝 ける 地方

都市としての発展を目指し、全力で取り組んでまいります。

施 政方 針につ きま し ては、 改め て６ 月定例 会で 表明い たし ます

が、 何と ぞ引き 続き 御 指導と 御協 力を 賜りま すよ うお願 いを 申し

上げ ます ととも に、 議 員各位 にお かれ まして はま すます 御健 勝で

御活 躍い ただき ます よ う祈念 いた しま して、 御挨 拶とさ せて いた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

～～～～～～～～～～～～～～～

第３ 議案第４８号・議案第４９号

○岡 田議 長 次 に、 日 程第３ 、議 案第 ４８号 及び 議案第 ４９ 号の



２件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

伊木市長。

○伊 木市 長（登 壇） ただい ま御 上程 をいた だき ました 議案 第４

８号 及び 議案第 ４９ 号 の２議 案に つき まして 御説 明をい たし ます。

初 めに 、議案 第４ ８ 号、財 産の 取得 につい ては 、市内 の中 学校

にお いて 使用す る学 習 用タブ レッ ト端 末を更 新す るため 、議 案書

の相手方、取得価格などにより取得するものでございます。

次 に、 議案第 ４９ 号 、和解 につ いて は、交 通事 故によ る損 害賠

償について和解しようとするものでございます。

御審議をよろしくお願いいたします。

○岡田議長 これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

た だい ま議題 とな っ ており ます 本件 につき まし ては、 民生 教育

委員会に付託いたします。

委員会審査のため、暫時休憩いたします。

午前１０時０４分 休憩

午前１０時２０分 再開

○岡田議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

そ れで は、議 案第 ４ ８号及 び第 ４９ 号につ いて 、委員 会の 審査

報告を求めます。

安達民生教育委員長。

○安達議員（登壇） 民生教育委員会の審査報告をいたします。

当 委員 会に付 託さ れ ました 議案 ２件 につい て、 休憩中 に委 員会



を開き、審査をいたしましたので、その結果を報告いたします。

議 案第 ４８号 、財 産 の取得 につ いて 及び議 案第 ４９号 、和 解に

つい ては 、いず れも 全 会一致 で原 案の とおり 可決 すべき もの と決

しました。

以上、民生教育委員会の審査報告を終わります。

○岡田議長 以上で委員長の報告は終わりました。

それでは、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、討論を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。

本 件に ついて 、原 案 のとお り可 決す ること に御 異議あ りま せん

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、本 件は、 原案 のと

おり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第４ 議案第５０号

○岡 田議 長 次 に、 日 程第４ 、議 案第 ５０号 、副 市長の 選任 につ

いてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

伊木市長。



○伊 木市 長（登 壇） ただい ま御 上程 をいた だき ました 議案 第５

０号につきまして御説明をいたします。

議 案第 ５０号 は、 副 市長の 選任 につ いて御 同意 をお願 いす るも

ので ござ いまし て、 本 年５月 ２１ 日を もって 任期 満了と なり ます

伊澤 勇人 副市長 を引 き 続き副 市長 とし て選任 した いと存 じま す。

御審議をよろしくお願いいたします。

○岡田議長 これより質疑に入ります。

土光議員。

○土 光議 員 今 の議 案 で、伊 澤氏 を続 けて副 市長 に選任 する との

ことですが、以下３点質問をします。

伊 澤氏 は、こ の８ 年 間、副 市長 とし て様々 なこ とをや られ てき

まし た。 この８ 年間 の 伊澤副 市長 に対 して、 市長 はこれ をど のよ

うに 評価 をして いる で しょう か。 評価 できる 点、 それか らい ま一

歩足らざる点を一つずつ上げていただければと思います。

そ れか ら、２ つ目 の 質問。 今回 、な ぜ継続 して 副市長 に伊 澤氏

を指名すると判断したのか、その理由を改めて御説明ください。

３ 点目 、今後 の４ 年 間、伊 澤副 市長 に伊木 市政 の中で どの よう

な役 割を 担って もら い たいと 思っ てい るので しょ うか。 特に 今、

問題 にな ってい る本 庁 舎等に 関し て、 地主と の借 地交渉 にお いて

副市長にはどのような役割を担ってもらうおつもりでしょうか。

○岡田議長 伊木市長。

○伊木市長 御質問についてお答えをいたします。

ま ず、 この２ 期８ 年 、伊澤 副市 長は 任期を 務め てもら った わけ

でご ざい ますけ れど も 、その 点に つき まして は様 々な案 件に つい

て、 一つ 一つ上 げれ ば 切りは ござ いま せんけ れど も、実 績と して



積み 上げ ていた だい た という こと は評 価をし てる 点でご ざい ます。

課題 は残 してお りま し て、様 々な 、特 に大型 案件 につき まし てま

だ進 捗が 十分に 進ん で いない もの です とか、 ある いは成 果が 出て

いな いも のなど など 市 政課題 とい うも のは引 き続 いてあ ると いう

点に つい ては我 々も 認 識をし てる とこ でござ いま して、 もち ろん

その全ての責任は私にあるというふうに認識をしております。

ま た、 次の４ 年も 伊 澤副市 長に 任せ たい、 その 理由で ござ いま

すけ れど も、や はり 引 き続い て重 要案 件がま だ片 づいて いな いと

いう もの がござ いま す 。これ 、個 々に は上げ ませ んけれ ども 、幾

つか ある と認識 をし て おりま す。 それ につい てし っかり と責 任持

って 、事 務方の トッ プ として やり 遂げ てもら いた い、そ のよ うに

思っているとこでございます。

そ して 、伊澤 副市 長 にどの よう な役 割を担 って もらい たい か、

これ 、や はり先 ほど 具 体的に 上げ てい ただき まし た市役 所の 底地

を買 い取 る交渉 はも ち ろんの こと 、様 々な案 件に つきま して 事務

方の トッ プとし ての そ の役割 をし っか り果た して もらう べく 、こ

れからも努力をしてもらいたいと考えております。以上です。

○岡田議長 いいですか。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 ほかにないものと認め、質疑を終結いたします。

お 諮り いたし ます 。 ただい ま議 題と なって おり ます本 件に つい

ては 、委 員会付 託を 省 略した いと 思い ます。 これ に御異 議ご ざい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕



○岡田議長 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。

これより討論に入ります。

松田議員。

○松 田議 員（登 壇） 議案第 ５０ 号、 副市長 の選 任につ いて 、私

は反対の立場で討論します。

さ きの 市長選 にお い て、伊 木市 長が 選ばれ 、３ 期目の 市政 運営

のかじ取りをされることとなりました。しかし、有効投票数の４ 3.

３ ％ に 当 た る ２ 万 3,４ ５ ５ 票 は ほ か の 候 補 者 に 投 じ ら れ てい ます。

つま り、 投票し た市 民 のうち ５名 中２ 名は、 現職 ではな く、 別の

候補 者を 支持し まし た 。この 結果 は米 子市に 新し い風、 変化 を求

める 声が 多く存 在す る ことを 示し てい るので はな いでし ょう か。

伊澤 副市 長がこ れま で ８年間 、市 政の 中枢を 担い 、まる で市 長の

よう に多 くの要 職を 兼 ねなが ら行 政を 運営し てき た点は 評価 に値

する と考 えます 。し か しなが ら、 伊澤 副市長 が再 任され れば 、市

長、 副市 長とも に３ 期 連続の 同じ 顔ぶ れとな りま す。そ うな れば、

これ まで と何ら 代わ り 映えの ない 市政 運営が 続く ことに なり 、本

市に新しい風は吹かず、変化は生まれません。

世 界は 驚異的 なス ピ ードで 変革 を遂 げてお り、 米子市 を取 り巻

く環 境も 目まぐ るし く 変化し てい ます 。人口 減少 をはじ め様 々な

厳し い課 題が山 積し て います 。こ れに 対応す るに は、立 ち向 かっ

てい くた めには 今ま で と同じ では なく 、新た な視 点を持 った 副市

長を 選ぶ ことが 必要 な のでは ない でし ょうか 。そ の最適 なタ イミ

ング は伊 木市政 が３ 期 目に入 る今 だと 考えま す。 米子市 の発 展の

ため に、 厳しい 時代 を 生き抜 くた めに 本議案 には 同意で きず 、反

対い たし ます。 議員 の 皆様の 賢明 な御 判断を お願 いいた しま す。



以上です。

○岡田議長 ほかに討論はありませんか。

土光議員。

○土 光議 員（登 壇） 議案第 ５０ 号、 副市長 の選 任につ いて 、私

は賛成の立場で討論をします。

地 方自 治法第 １６ ２ 条に、 副知 事及 び副市 町村 長は普 通地 方公

共団 体の 長が議 会の 同 意を得 てこ れを 選任す ると あり、 今回 、伊

木市 長が 副市長 に伊 澤 氏を選 任す ると の議案 が出 されて いま す。

これ は伊 木市長 が今 後 ４年間 、伊 木市 長、伊 澤副 市長の いい コン

ビで 市政 に取り 組み た いとの 提案 だと 私は受 け止 めます 。副 市長

の選 任の 提案権 は市 長 の専属 であ るの で、私 はこ の市長 の判 断を

尊重 した いと思 いま す 。した がっ て、 この議 案に 反対す るも ので

はあ りま せん。 この ８ 年間の 伊澤 副市 長の議 会答 弁を振 り返 ると、

多岐 にわ たる分 野に お いて、 過去 の経 緯等を 含め 、事実 関係 につ

いて 丁寧 で分か りや す い説明 がな され ていた こと もあり 、私 自身

もそ れに より勉 強を さ せても らっ た面 があっ たと いうふ うに 思っ

てい ます 。しか しな が ら、今 後の ４年 間を見 据え て、伊 澤副 市長

の議 会答 弁に関 し、 こ れまで 気に なる 点もあ った ので、 以下 、指

摘をしておきます。

そ れは 、副市 長と し ての立 場を わき まえる べき である とい うこ

とで す。 つまり 、市 長 は有権 者か ら直 接選ば れて いるの に対 し、

副市 長は 有権者 では な く、市 長個 人か ら選ば れて いるに すぎ ない

とい うこ とです 。ま た 、議会 にお いて も、議 会が 選ぶの では なく、

市長 の選 任に関 して 同 意した にす ぎな いとい うこ とです 。過 去、

議会 答弁 で以下 のよ う な場面 が少 なか らずあ りま した。 議員 から



の市 長の 見解を 問う 、 市長は どの よう に考え てい るのか とい う質

問に 対し て、市 長は 無 言のま まで 、代 わりに 副市 長が答 弁す ると

いう 場面 があり まし た 。事実 関係 の説 明等で はな く、市 長自 身の

考え を聞 いてい るの に 、それ を本 人で はない 副市 長が代 弁す ると

いう のは おかし なこ と です。 質問 して いる議 員は 、そし てそ の背

景に いる 市民は 、有 権 者から 直接 選ば れてい る市 長の見 解、 考え

を聞 きた いと思 って 質 問をし てい るに もかか わら ずです 。そ れを

市長 個人 から選 ばれ た にすぎ ない 副市 長が市 長自 身の見 解、 考え

を代 弁す るよう なこ と はやめ てい ただ きたい と思 ってい ます 。今

後の ４年 間、こ のよ う な場面 を市 民が 見るこ との ないよ うに 切に

願うものです。以上です。

○岡田議長 ほかに討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 ほかにないものと認め、討論を終結いたします。

こ れよ り本件 につ い て採決 いた しま す。本 件に ついて 、原 案の

とおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○岡 田議 長 起 立多 数 であり ます 。よ って、 本件 は、原 案の とお

り同意されました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第５ 議案第５１号

○岡 田議 長 次 に、 日 程第５ 、議 案第 ５１号 、教 育委員 会委 員の

任命についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

伊木市長。



○伊 木市 長（登 壇） ただい ま御 上程 をいた だき ました 議案 第５

１号につきまして御説明をいたします。

議 案第 ５１号 は、 教 育委員 会委 員の 任命に つい て御同 意を お願

いす るも のでご ざい ま して、 教育 委員 会委員 のう ち本年 ５月 １９

日を もっ て任期 満了 と なられ ます 白井 靖二氏 を引 き続き 任命 した

いと存じます。御審議をよろしくお願いいたします。

○岡田議長 これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、質疑を終結いたします。

お 諮り いたし ます 。 ただい ま議 題と なって おり ます本 件に つい

ては 、委 員会付 託を 省 略した いと 思い ます。 これ に御異 議ご ざい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 御異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡田議長 別にないものと認め、討論を終結いたします。

こ れよ り本件 につ い て採決 いた しま す。本 件に ついて 、原 案の

とおり同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、本 件は、 原案 のと

おり同意されました。

～～～～～～～～～～～～～～～

第６ 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙

○岡 田議 長 次 に、 日 程第６ 、選 挙管 理委員 会委 員及び 補充 員の



選挙を行います。

本 件は 、地方 自治 法 第１８ ２条 第１ 項及び 第２ 項の規 定に より、

選挙管理委員４名と同補充員４名を選挙するものであります。

まず、選挙管理委員の選挙を行います。

お 諮り いたし ます 。 選挙の 方法 につ いては 、地 方自治 法第 １１

８条 第２ 項の規 定に よ り、指 名推 選の 方法で 行い たいと 思い ます。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、選 挙の方 法は 、指

名推選によることに決しました。

お 諮り いたし ます 。 指名の 方法 は、 議長に おい て指名 した いと

思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、指 名の方 法は 、議

長において指名することに決しました。

選 挙管 理委員 に、 入 澤睦美 氏、 小原 荘七氏 、大 江淳史 氏、 永江

佳代氏、以上４名を指名いたします。

お 諮り いたし ます 。 ただい ま指 名い たしま した ４名を 選挙 管理

委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、た だいま 指名 いた

しました４名が選挙管理委員に当選されました。

次に、選挙管理委員補充員の選挙を行います。

お 諮り いたし ます 。 選挙の 方法 につ いては 、地 方自治 法第 １１

８条 第２ 項の規 定に よ り、指 名推 選の 方法で 行い たいと 思い ます。



これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、選 挙の方 法は 、指

名推選によることに決しました。

お 諮り いたし ます 。 指名の 方法 は、 議長に おい て指名 した いと

思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、指 名の方 法は 、議

長において指名することに決しました。

選 挙管 理委員 補充 員 に、第 １補 充員 に宮松 徹氏 、第２ 補充 員に

恩田 英基 氏、第 ３補 充 員に山 下文 江氏 、第４ 補充 員に河 田純 子氏

を指名いたします。

お 諮り いたし ます 。 ただい ま指 名い たしま した ４名を 選挙 管理

委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡 田議 長 御 異議 な しと認 めま す。 よって 、た だいま 指名 いた

しました４名が選挙管理委員補充員に当選されました。

以上で本臨時会に付議された事件は全て議了いたしました。

こ れを もって 令和 ７ 年米子 市議 会５ 月臨時 会を 閉会い たし ます。

午前１０時３９分 閉会


